
談合情報に対する対応フロー図 

 

１．落札決定前の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下委員長 

※以下委員会 

報告 

報告 

談合情報 

事務局（契約課） 

競争入札参加者資格等審査委員会委員長 

（必要に応じ召集） 競争入札参加者資格等審査委員会 

調査に値しない 

 

調査に値する 

 

情報と異なる結果 

入札執行・開札 
（落札決定の保留） 

入札執行・開札 

 

情報どおりの結果 

 

 事情聴取 
 内訳書の徴収 

（紙入札の場合） 

内訳書の調査 

委員会 

談合の事実があっ
たと認められない 

談合の事実があっ
たと認められる 

公正取引委員会等へ報告 

 

誓約書の提出 

落札決定・契約締結 落札決定・契約締結 

入札の無効 

公正取引委員会等へ報告 

 



２．落札決定後契約締結前の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

報告 

談合情報 

事務局（契約課） 

委員長 

（必要に応じ召集） 委員会 

調査に値しない 

 

調査に値する 

 

 事情聴取 
 内訳書の徴収 

（紙入札の場合） 

内訳書の調査 

委員会 

談合の事実があっ
たと認められない 

談合の事実があっ
たと認められる 

公正取引委員会等へ報告 

 

誓約書の提出 

契約締結 契約締結 落札決定の取消 

公正取引委員会等へ報告 

 



３．契約締結後の場合 

報告 

報告 

談合情報 

事務局（契約課） 

委員長 

（必要に応じ召集） 委員会 

調査に値しない 

 

調査に値する 

 

 事情聴取 
 内訳書の徴収 

（紙入札の場合） 

内訳書の調査 

委員会 

談合の事実があっ
たと認められない 

談合の事実があっ
たと認められる 

公正取引委員会等へ報告 

 

誓約書の提出 

契約の履行 契約解除 又は 

契約の履行 

（委員会で決定） 

公正取引委員会等へ報告 

 

契約の履行 


